
2021 年 4 月 13 日 

投資主の皆さまへ 

イオンリート投資法人 

 

第 16 期分配金における外国税額の控除の適用に関するご説明 

 

拝啓  平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本投資法人は、2021 年 3 月 17 日開催の役員会において、第 16 期（2021 年 1 月期）の

分配金として、1 口当たり 3,184 円をお支払いすることを決議し、2021 年 4 月 13 日より分配金のお

支払いを開始しております。 

本投資法人は、マレーシアに所在する海外不動産への投資を行っており、投資先であるマレー

シアにおいて法人税等（以下「外国法人税」といいます。）を負担しております（本投資法人が持分

を保有している外国法人による外国法人税の負担も含みます。）。一般に、投資法人が日本国外

の不動産等への投資を行った場合に負担する外国法人税については、租税特別措置法の規定

に基づき、投資法人が投資主へ支払う配当等の額に係る源泉所得税の額から控除すること（以下

「外国税額の控除」といいます。）が認められております。 

 

以下、第 16 期（2021 年 1 月期）における外国税額の控除についてお知らせいたします。 

I. 第 16 期（2021 年 1 月期）において、外国税額の控除の適用対象となる投資主が配当として

認識すべき金額は、投資法人が支払う配当等の額に控除対象となる外国法人税の額（以下

「控除外国法人税相当額」）を加算した金額となります。そのため、外国税額の控除の適用対

象となる投資主が配当として認識すべき金額は、「所有投資口数×1 口当たり分配金」で計算

される金額よりも多くなることがあります。 

II. 源泉所得税額は、控除外国法人税相当額を加算した後の配当等の額に源泉所得税率を乗

じた金額から控除外国法人税相当額を控除した金額となり、当該控除外国法人税相当額は

租税特別措置法に規定される投資法人分配時調整外国税相当額となります。 

 

①  分配金の受領方法が「株式数比例配分方式」である投資主の場合 

第 16 期（2021 年 1 月期）の分配金にかかる源泉徴収義務者は金融商品取引業者（支払

の取扱者）となりますので、外国税額の控除後の分配金額については、お取引の証券会社等

にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。 

 

②  前記①及び非課税主体・非課税口座等以外の投資主の場合 

第 16 期（2021 年 1 月期）の分配金については、外国税額の控除を行った上でお支払い

をしております。外国税額の控除の適用対象となる投資主が配当として認識すべき金額は、

投資主の皆さまにお送りしている「分配金計算書」に記載の『分配金額』となります。 

「分配金計算書」に関してご不明な点につきましては、下記の照会先にご確認くださいます

ようお願い申し上げます。 

 



 

以上のご説明は、投資主の皆さまにおいて必要となる税務上の取扱いの全てをご説明している

ものではありません。税制や確定申告等の詳細については、最寄の税務署または税理士事務所

へご確認いただきますようお願い申し上げます。 

 

敬  具 

 

 

＜「分配金計算書」に関するご説明＞ 

 

 

＜「分配金計算書」のご照会先＞ 

投資主名簿等管理人 

みずほ信託銀行株式会社  証券代行部 

電    話：0120-288-324（通話料無料） 

受付時間：午前 9 時～午後 5 時（土・日・祝祭日を除く） 

 

 

以  上 

 

投資主が配当として認識すべき金額 


